
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
一
号

鉄
道
施
設
等
検
査
規
則

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
三
項

（
同
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二

項
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
鉄
道
施
設
等
検
査
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
鉄
道
施
設
の
検
査
（
第
三
条―

第
七
条
）

第
三
章
　
索
道
施
設
の
検
査
（
第
八
条―

第
十
条
）

第
四
章
　
雑
則
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
鉄
道
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
三
項
（
法

第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下

第
四
章
に
お
い
て
「
検
査
」
と
総
称
す
る
。
）
に
関
し
て
は
、
法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第

六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
鉄
道
施
設
の
検
査

（
鉄
道
施
設
検
査
の
対
象
及
び
時
期
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
（
以
下
「
鉄
道
施
設

検
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
鉄
道
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
き
ま
で

に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
電
所
等
設
備
（
受
電
用
変
圧
器
及
び
鉄
道
専
用
敷
地
外
に
設
置
す
る
開
閉
所
を
除
く
。
第
七
条
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
電
路
設
備
（
鉄
道
専
用
敷
地
外
に
設
置
す
る
送
電
線
路
を
除
く
。
第
七
条
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
　
当
該
鉄
道
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
と
き
。

二
　
変
電
所
等
設
備
及
び
電
路
設
備
以
外
の
鉄
道
施
設
　
当
該
鉄
道
施
設
を
事
業
の
用
に
供
す
る
と
き
。

（
鉄
道
施
設
検
査
の
申
請
）

第
四
条
　
鉄
道
施
設
検
査
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
鉄
道
施
設
検
査
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
鉄
道
施
設

三
　
工
事
の
完
成
予
定
年
月
日
（
工
事
を
必
要
と
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）

四
　
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
希
望
年
月
日

五
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
鉄
道
施
設
に
あ
つ
て
は
、
使
用
を
開
始
す
る
予
定
年
月
日

六
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
鉄
道
施
設
に
あ
つ
て
は
、
事
業
の
用
に
供
す
る
予
定
年
月
日

２
　
法
第
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
簡
略
化
さ
れ
た
手
続
に
よ
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
申
請
書

に
当
該
工
事
に
係
る
構
造
一
般
図
、
機
械
器
具
配
置
図
又
は
電
線
路
構
造
図
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
施
設
検
査
の
準
備
）

第
五
条
　
鉄
道
施
設
検
査
の
申
請
を
し
た
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
（
施
行
規
則
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
検
査
の
権
限
が
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
権
限
を
有
す
る
地
方
運
輸
局
長
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
鉄
道
施
設
検
査
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
施
設
検
査
の
方
法
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
実
地
に
当
該
申
請
に
係
る
検

査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
を
必
要
と
す
る
鉄
道
施
設
の
変
更
）

第
七
条
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
鉄
道
施
設
の
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
工
事
に
伴
う
鉄
道
施
設
の
変
更

イ
　
鉄
道
の
種
類
の
変
更
の
工
事

ロ
　
停
車
場
間
に
わ
た
る
本
線
の
増
設
の
工
事

ハ
　
動
力
の
電
気
へ
の
変
更
並
び
に
電
気
を
動
力
と
す
る
鉄
道
に
あ
つ
て
は
、
電
気
方
式
及
び
電
車
線
の
標
準

電
圧
の
変
更
の
工
事

ニ
　
軌
間
の
変
更
の
工
事

ホ
　
長
さ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
わ
た
る
軌
道
中
心
線
の
変
更
の
工
事

ヘ
　
本
線
の
高
架
化
及
び
地
下
化
の
工
事

二
　
前
号
に
掲
げ
る
工
事
に
伴
わ
な
い
鉄
道
施
設
の
変
更
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
橋
り
よ
う
の
新
設
並
び
に
構
造
形
式
及
び
材
質
の
変
更
で
あ
つ
て
、
支
間
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
り
よ

う
に
係
る
も
の

ロ
　
ト
ン
ネ
ル
の
新
設
並
び
に
種
類
及
び
材
質
の
変
更
で
あ
つ
て
、
長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ト
ン
ネ
ル
に

係
る
も
の

ハ
　
駅
の
新
設
及
び
移
設
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
新
設
並
び
に
火
災
対
策
設
備
の
新
設
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
一
定
数
以
上
の
利
用
者
数
の
駅
に
係
る
も
の

ニ
　
信
号
保
安
設
備
の
変
更
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
閉
そ
く
方
式
の
変
更
に
伴
う
閉
そ
く
装
置
の
変
更
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
閉
そ
く
式
の
閉
そ
く
装
置
へ
の
変
更

を
除
く
。
）

（２）
　
第
一
種
連
動
装
置
の
新
設

（３）
　
列
車
集
中
制
御
装
置
の
新
設
及
び
制
御
方
式
の
変
更

（４）
　
自
動
列
車
停
止
装
置
、
自
動
列
車
制
御
装
置
及
び
自
動
列
車
運
転
装
置
の
新
設
及
び
種
類
の
変
更

ホ
　
変
電
所
等
設
備
の
変
更
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
変
電
所
の
新
設

（２）
　
整
流
器
、
回
転
変
流
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
機
器
（
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）
の
新
設
（
変
電
所
の
新
設
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
器
の
種
類
、
個
数
及
び
容

量
の
変
更

（３）
　
主
変
圧
器
（
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
容
量
千
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の

も
の
に
、
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
容
量
五
百
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
の
新
設
（
変
電
所
の
新
設
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
そ
の
種
類
、
個
数
及
び
容
量
の

変
更

（４）
　
発
電
機
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
電
気
機
器
及
び
原
動
機
の
新
設
（
変
電
所
の
新
設
に
伴
う
も
の
を
除

く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
器
の
種
類
、
個
数
及
び
容
量
の
変
更

（５）
　
遠
隔
制
御
装
置
の
新
設
及
び
制
御
方
式
の
変
更

ヘ
　
電
路
設
備
の
変
更
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
送
電
線
路
及
び
配
電
線
路
の
新
設
（
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
つ
て
こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（２）
　
き
電
線
路
及
び
電
車
線
路
の
新
設
（
こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（３）
　
送
電
線
路
（
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
回
線
数
の
増
加

（４）
　
き
電
線
路
の
き
電
方
式
の
変
更

1



第
三
章
　
索
道
施
設
の
検
査

（
索
道
施
設
検
査
の
対
象
及
び
時
期
）

第
八
条
　
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
（
以
下
「
索
道
施
設
検
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
索
道
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
き
ま
で
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
電
所
、
配
電
所
、
配
電
線
路
及
び
原
動
設
備
の
主
原
動
機
　
当
該
索
道
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
と
き
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
索
道
施
設
以
外
の
索
道
施
設
　
当
該
索
道
施
設
を
事
業
の
用
に
供
す
る
と
き
。

（
検
査
を
必
要
と
す
る
索
道
施
設
の
変
更
）

第
九
条
　
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
索
道
施
設
の
変
更

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
工
事
に
伴
う
索
道
施
設
の
変
更

イ
　
索
道
の
方
式
の
変
更
の
工
事

ロ
　
索
道
の
運
転
速
度
の
増
加
の
工
事

ハ
　
循
環
式
索
道
に
お
け
る
搬
器
の
出
発
間
隔
の
短
縮
の
工
事

ニ
　
搬
器
の

大
乗
車
人
員
又
は

大
乗
車
人
員
及
び

大
積
載
量
の
増
加
の
工
事

二
　
前
号
に
掲
げ
る
工
事
に
伴
わ
な
い
索
道
施
設
の
変
更
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
支
柱
の
新
設
並
び
に
位
置
及
び
高
さ
の
変
更

ロ
　
原
動
設
備
の
主
原
動
機
の
種
類
及
び
出
力
の
変
更

ハ
　
次
に
掲
げ
る
機
器
の
新
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
器
の
種
類
、
個
数
及
び
容
量
の
変
更

（１）
　
変
電
所
及
び
配
電
所
の
発
電
機

（２）
　
変
電
所
及
び
配
電
所
の
主
変
圧
器
（
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
容
量
千
キ
ロ
ボ

ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
、
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
容
量
五
百
キ
ロ
ボ
ル

ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

ニ
　
配
電
線
路
の
新
設
（
使
用
電
圧
一
万
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
つ
て
こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。
）

（
準
用
規
定
）

第
十
条
　
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
索
道
施
設
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。第

四
章
　
雑
則

（
手
数
料
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
前
項
の
手
数
料
は
、
収
入
印
紙
を
検
査
の
申
請
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
）

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
施
行
規
則
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権

限
を
有
す
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
所
轄
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
轄
地
方
運
輸
局
長
を
経
由

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三

十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
一
日
運
輸
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鉄
道
施
設
等
検
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
鉄
道
施
設
又
は
索
道
施
設
の
変
更
に
係
る
鉄
道
施
設
検
査
又
は
索
道
施
設
検
査

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
運
輸
省
令
第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
の
政
令
で
定
め
る
日
（
平
成
十
二
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十

六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
運
賃
及
び
料
金
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
割
増
し
の
届
出
を
さ
れ
た
運
賃
及
び
料
金
で
あ
っ
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
事
業
法
（
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
運
賃
等
に
該
当
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
運

賃
等
の
上
限
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
賃
等
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
旧
法
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
割
引
の
届
出
を
さ
れ
た
運
賃
及
び
料
金
で
あ
っ

て
、
新
法
第
十
六
条
第
一
項
の
運
賃
等
に
該
当
す
る
も
の
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
賃
等
と

み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
料
金
又
は
こ
の
省
令
の
施
行

前
に
旧
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
さ
れ
た
料
金
で
あ
っ
て
、
新
法
第
十
六
条
第
四
項
の
料
金
に

該
当
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
料
金
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
十
六
条
第
一
項
の
料
金
の
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
当
該
申

請
に
係
る
料
金
が
新
法
第
十
六
条
第
四
項
の
料
金
に
該
当
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
第
三
号
に
規
定

す
る
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
事
業

2



法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
ロ
の
表
（
１
）
の
項
下
欄
ｃ
の
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と

運
輸
大
臣
が
認
め
た
者
と
み
な
す
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
管
理
者
を
選
任
し
そ
の
旨
を
運

輸
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
鉄
道
事
業
者
が
行
う
法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
法
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は

第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
可
若
し
く
は
確
認
の
申
請
又
は
届
出
及
び
当
該
設
計
管
理
者
の
選
任
又
は
解
任
の

届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
法
第
十
四

条
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
、
こ
れ
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鉄
道
施
設
等
検
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法

律
第
九
十
二
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
、
遅
滞
な
く
、
次
の

事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
の
業
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
検
査
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行

政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
十
一
条
関
係
）

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一
　
法
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
変
電
所
等
設
備

（
１
）
　
変
電
所

一
箇
所
に
つ
き
二
十
万
千
百
円
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
十
条
第
一
項
、
法
第

十
一
条
第
一
項
、
法
第
十
二
条
第
三
項
（
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
検
査
の
申
請
を
す
る
場
合
（
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
「
電
子
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
二
十
万

千
二
百
円
）

（
２
）
　
配
電
所
、
開
閉
所
又
は
巻

揚
所

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

（
３
）
　
変
電
所
等
の
遠
隔
制
御

装
置

被
制
御
所
五
箇
所
ま
で
二
十
三
万
千
六
百
円
、
五
箇
所
を
超
え
る
五
箇
所
ご
と
に

六
万
九
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

ロ
　
電
路
設
備

（
１
）
　
送
電
線
路
、
配
電
線
路
又

は
き
電
線
路

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
万
千
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
万
千
二
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と

に
六
万
二
千
三
百
円
を
加
算
し
た
額

（
２
）
　
電
車
線
路

（
一
）
　
本
線
の
線
数
が
一
で
あ
る

と
き

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
万
千
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
万
千
二
百
円
）
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に
検
査
を
受
け
る
場
合

は
八
万
六
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
六
万

二
千
三
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に
検
査
を
受
け
る
場
合
は
三
万
三
千

三
百
円
）
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
本
線
の
線
数
が
二
以
上
で

あ
る
と
き

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
八
万
六
千
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同

時
に
検
査
を
受
け
る
場
合
は
二
十
万
四
千
七
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
九
万
五
千
六
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に

検
査
を
受
け
る
場
合
は
九
万
千
二
百
円
）
を
加
算
し
た
額

ハ
　
変
電
所
等
設
備
及
び
電
路
設

備
以
外
の
鉄
道
施
設

（
１
）
　
鉄
道
線
路

（
一
）
　
本
線
の
線
数
が
一
で
あ
る

と
き

線
路
中
心
線
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
七
十
一
万
二
千
三
百
円
、
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
八
万
四
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
本
線
の
線
数
が
二
以
上
で

あ
る
と
き

線
路
中
心
線
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
八
十
八
万
七
千
六
百
円
、
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
十
一
万
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

（
三
）
　
支
間
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
橋
り
よ
う
が
あ
る
と
き

一
箇
所
に
つ
き
該
当
支
間
が
一
連
の
場
合
十
一
万
五
千
七
百
円
、
該
当
支
間
が
一

連
を
超
え
る
一
連
ご
と
に
四
万
八
百
円
を
加
算
し
た
額

（
四
）
　
長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上

の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
と
き

一
箇
所
に
つ
き
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
七
万
四
千
四
百
円
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
一
万
五
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

（
２
）
　
駅
（
火
災
対
策
設
備
を
除

く
。
）

一
箇
所
に
つ
き
十
二
万
二
千
五
百
円

（
３
）
　
火
災
対
策
設
備

一
式
に
つ
き
七
万
五
百
円

（
４
）
　
信
号
保
安
設
備

（
一
）
　
閉
そ
く
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
十
七
万
五
千
円
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
四
万
三
千
二
百
円
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
連
動
装
置

一
箇
所
に
つ
き
四
万
九
千
五
百
円

（
三
）
　
列
車
集
中
制
御
装
置

被
制
御
所
五
箇
所
ま
で
八
万
四
千
円
、
五
箇
所
を
超
え
る
五
箇
所
ご
と
に
三
万
七

千
六
百
円
を
加
算
し
た
額

（
四
）
　
自
動
列
車
停
止
装
置
、
自

動
列
車
制
御
装
置
又
は
自
動
列
車

運
転
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
九
万
三
千
二
百
円
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
四
万
八
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額

3



二
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
検
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
変
電
所
等
設
備

（
１
）
　
変
電
所

一
箇
所
新
設
に
つ
き
二
十
万
千
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
万

千
二
百
円
）
、
一
箇
所
変
更
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

（
２
）
　
配
電
所
、
開
閉
所
又
は
巻

揚
所

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

（
３
）
　
変
電
所
等
の
遠
隔
制
御

装
置

被
制
御
所
五
箇
所
ま
で
二
十
三
万
千
六
百
円
、
五
箇
所
を
超
え
る
五
箇
所
ご
と
に

六
万
九
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

ロ
　
電
路
設
備

（
１
）
　
送
電
線
路
、
配
電
線
路
又

は
き
電
線
路

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
万
千
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
万
千
二
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と

に
六
万
二
千
三
百
円
を
加
算
し
た
額

（
２
）
　
電
車
線
路

（
一
）
　
本
線
の
線
数
が
一
で
あ
る

と
き

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
万
千
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
万
千
二
百
円
）
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に
検
査
を
受
け
る
場
合

は
八
万
六
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
六
万

二
千
三
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に
検
査
を
受
け
る
場
合
は
三
万
三
千

三
百
円
）
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
本
線
の
線
数
が
二
以
上
で

あ
る
と
き

こ
う
長
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
八
万
六
千
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同

時
に
検
査
を
受
け
る
場
合
は
二
十
万
四
千
七
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
九
万
五
千
六
百
円
（
た
だ
し
、
き
電
線
路
と
同
時
に

検
査
を
受
け
る
場
合
は
九
万
千
二
百
円
）
を
加
算
し
た
額

ハ
　
変
電
所
等
設
備
及
び
電
路
設

備
以
外
の
鉄
道
施
設
（
第
七
条
第

一
号
に
該
当
す
る
変
更
に
係
る
場

合
）

（
１
）
　
鉄
道
線
路

（
一
）
　
本
線
の
線
数
が
一
で
あ
る

と
き

線
路
中
心
線
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
七
十
一
万
二
千
三
百
円
、
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
八
万
四
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
本
線
の
線
数
が
二
以
上
で

あ
る
と
き

線
路
中
心
線
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
八
十
八
万
七
千
六
百
円
、
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
十
一
万
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

（
三
）
　
支
間
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
橋
り
よ
う
が
あ
る
と
き

一
箇
所
に
つ
き
該
当
支
間
が
一
連
の
場
合
十
一
万
五
千
七
百
円
、
該
当
支
間
が
一

連
を
超
え
る
一
連
ご
と
に
四
万
八
百
円
を
加
算
し
た
額

（
四
）
　
長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上

の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
と
き

一
箇
所
に
つ
き
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
七
万
四
千
四
百
円
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
一
万
五
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

（
２
）
　
駅
（
火
災
対
策
設
備
を
除

く
。
）

一
箇
所
に
つ
き
十
二
万
二
千
五
百
円

（
３
）
　
火
災
対
策
設
備

一
式
に
つ
き
七
万
五
百
円

（
４
）
　
信
号
保
安
設
備

（
一
）
　
閉
そ
く
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
十
七
万
五
千
円
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
四
万
三
千
二
百
円
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
連
動
装
置

一
箇
所
に
つ
き
四
万
九
千
五
百
円

（
三
）
　
列
車
集
中
制
御
装
置

被
制
御
所
五
箇
所
ま
で
八
万
四
千
円
、
五
箇
所
を
超
え
る
五
箇
所
ご
と
に
三
万
七

千
六
百
円
を
加
算
し
た
額

（
四
）
　
自
動
列
車
停
止
装
置
、
自

動
列
車
制
御
装
置
又
は
自
動
列
車

運
転
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
九
万
三
千
二
百
円
、
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
四
万
八
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額

ニ
　
変
電
所
等
設
備
及
び
電
路
設

備
以
外
の
鉄
道
施
設
（
第
七
条
第

二
号
に
該
当
す
る
変
更
に
係
る
場

合
）

（
１
）
　
橋
り
よ
う

一
箇
所
に
つ
き
該
当
支
間
が
一
連
の
場
合
四
十
万
千
九
百
円
、
該
当
支
間
が
一
連

を
超
え
る
一
連
ご
と
に
四
万
八
百
円
を
加
算
し
た
額

（
２
）
　
ト
ン
ネ
ル

一
箇
所
に
つ
き
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
三
十
八
万
百
円
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
三
万
二
千
百
円
を
加
算
し
た
額

（
３
）
　
駅
（
火
災
対
策
設
備
を
除

く
。
）

一
箇
所
に
つ
き
四
十
八
万
五
千
八
百
円

（
４
）
　
火
災
対
策
設
備

一
式
に
つ
き
二
十
七
万
九
千
九
百
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
十
八

万
円
）

（
５
）
　
信
号
保
安
設
備

（
一
）
　
閉
そ
く
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
二
万
二
千
九
百
円
、
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
七
万
七
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額

（
二
）
　
連
動
装
置

一
箇
所
に
つ
き
十
六
万
四
千
百
円

（
三
）
　
列
車
集
中
制
御
装
置

被
制
御
所
五
箇
所
ま
で
二
十
四
万
九
千
円
（
電
子
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二

十
四
万
九
千
百
円
）
、
五
箇
所
を
超
え
る
五
箇
所
ご
と
に
七
万
九
千
七
百
円
を
加

算
し
た
額

（
四
）
　
自
動
列
車
停
止
装
置
、
自

動
列
車
制
御
装
置
又
は
自
動
列
車

運
転
装
置

設
置
区
間
の
長
さ
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
二
十
四
万
九
千
円
（
電
子
申
請
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
十
四
万
九
千
百
円
）
、
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
ご
と
に
八
万
八
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

三
　
法
第
三
十
四
条
の
二
の
検
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
変
電
所
又
は
配
電
所

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

ロ
　
配
電
線
路

こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
十
万
三
千
百
円
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
一
万
五
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

ハ
　
原
動
設
備
の
主
原
動
機

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

ニ
　
変
電
所
、
配
電
所
、
配
電
線

路
及
び
原
動
設
備
の
主
原
動
機
以

外
の
索
道
施
設

線
路
中
心
線
の
傾
斜
こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
普
通
索
道
に
あ
つ
て
は
六
十

九
万
五
百
円
、
特
殊
索
道
に
あ
つ
て
は
四
十
九
万
七
千
七
百
円
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
普
通
索
道
に
あ
つ
て
は
二
十
九
万
三
千
三

百
円
、
特
殊
索
道
に
あ
つ
て
は
二
十
五
万
二
千
百
円
を
加
算
し
た
額

四
　
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
の
検

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
変
電
所
又
は
配
電
所

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

ロ
　
配
電
線
路

こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
十
万
三
千
百
円
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
一
万
五
千
四
百
円
を
加
算
し
た
額

ハ
　
原
動
設
備
の
主
原
動
機

一
箇
所
に
つ
き
十
万
七
千
五
百
円

ニ
　
変
電
所
、
配
電
所
、
配
電
線

路
及
び
原
動
設
備
の
主
原
動
機
以

外
の
索
道
施
設

線
路
中
心
線
の
傾
斜
こ
う
長
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
普
通
索
道
に
あ
つ
て
は
六
十

九
万
五
百
円
、
特
殊
索
道
に
あ
つ
て
は
四
十
九
万
七
千
七
百
円
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
普
通
索
道
に
あ
つ
て
は
二
十
九
万
三
千
三

百
円
、
特
殊
索
道
に
あ
つ
て
は
二
十
五
万
二
千
百
円
を
加
算
し
た
額

4



ホ
　
支
柱
（
第
九
条
第
二
号
に
該

当
す
る
変
更
に
係
る
場
合
）

一
基
に
つ
き
普
通
索
道
に
あ
つ
て
は
十
三
万
七
百
円
、
特
殊
索
道
に
あ
つ
て
は
十

一
万
七
千
七
百
円
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